
令和３年度 建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況の取りまとめ概要

Ⅰ基本方針に基づく建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況

１ 建築物一般における木材の利用の促進に向けた取組
（令和３年実績）

２国が整備する公共建築物における木材の利用の目標
の達成状況（令和２年度実績）

３公共建築物における木材の利用の促進に向けた
国の取組（令和２年度実績）

Ⅱ実施状況を踏まえて講ずべき措置

建築物一般での木材利用促進 公共建築物での率先した木材利用

(1)基本方針、都道府県方針、市町村方針の策定・改定

(2)建築物木材利用促進協定制度の活用

(3)木材の利用の促進の啓発と国民運動

(4)建築物への木材利用促進のための利用環境整備
①木造建築物の設計及び施工に係る先進的な技術の普及の
促進等

②住宅における木材の利用の促進
③規制の在り方の検討等
④建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保

(1)低層の公共建築物の木造化
(2)内装等の木質化
(3)木材を原材料として使用した備品及び消耗品と木質バ
イオマスの利用

(1)公共建築物木材利用促進関係省庁等連絡会議の開催
(2)事業企画、計画段階での木材利用促進に係る取組
(3)木造公共建築物の整備等に対する補助事業
(4)地方公共団体に対する働きかけ等
(5)木材利用促進に関する講習会、研修等の実施

１国が講ずべき措置 ２国が地方公共団体等に対して講ずべき措置

(1) 建築物一般での木材利用促進
・建築物木材利用促進協定制度の効果的運用
・設計及び施工に係る先進的な技術の普及、
加工流通体制の整備、規制の在り方の検討

・木材利用促進の国民運動としての展開 等

・都道府県方針等の早期改定等の働きかけ、
アドバイス

・建築物木材利用促進協定制度の効果的な
運用に資する情報提供

・公共建築物の整備主体に対する木材利用の
積極的な働きかけ 等

〇「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、
木材利用促進本部は、毎年１回、国の基本方針に基づく措置の実施状況を公表。

(2) 国が整備する公共建築物での
木材利用推進

・新たな基本方針を踏まえた木
材利用の確実な推進

・率先したＣＬＴや木質耐火部材
等を含む木材利用、情報発信 等 １



１ 建築物一般における木材の利用の促進に向けた取組（令和３年実績）

（１）基本方針の策定等

（２）建築物木材利用促進協定制度の活用

（３）木材の利用の促進の啓発と国民運動

（４）建築物への木材利用促進のための
利用環境整備

・木材利用促進本部が、新しい基本方針を策定
・全都道府県と93％の市町村が、木材利用方針策定
・各都道府県及び市町村において、新しい基本方針
を踏まえて、改定中
（令和３年12月末時点で、４県・１町が改定了）

・協定制度の周知のためのハンドブック作成
・農水省HPに相談・申入れ窓口設置
・経済関係団体・都道府県等への周知・協力依頼
・講演、寄稿等を通じた周知や働きかけ等
・国との協定１件、都道府県との協定２件が締結

（令和３年12月末時点）

日本建築士会連合会 × 国土交通省 福井県経済団体連合会 × 福井県 学校法人 立命館 × 大分県

・多様な主体による木材利用促進月間を集中期間とし
た普及啓発の取組（全国約120件）の実施

・木材を活用した優良な施設に対する表彰等の顕彰

法律施行記念講演会・シンポジウム(R3.10.8開催)
主催；「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材
の利用の促進に関する法律」施行記念講演会・シンポジウム実行委員会

令和３年度木材利用優良施設コンクール
内閣総理大臣賞 あわくら会館

（岡山県西粟倉村）

①木造建築物の設計及び施工に係る先進的な技術
の普及の促進等

・ＣＬＴや木質耐火部材等の利用拡大に向けた技術
開発・普及、ＪＡＳ構造材の利用等支援

・先導的な技術を導入する木造建築物整備支援
・人材の育成、技術情報の集約一元化
・炭素貯蔵量・木質化等の効果の見える化 等
②住宅における木材の利用の促進
・省エネ性能等に優れた木造住宅の整備への支援 等
③規制の在り方の検討等
・建築基準法に基づく告示の改正
④建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保
・木材加工流通施設等の整備や技術開発 等

【ハンドブック】

総務大臣から、本年１月、各都道府
県知事及び各指定都市の長に対し、
庁舎等の公共建築物や民間建築物に
おける木材の利用の促進について積
極的な取組を依頼（令和４年１月21
日付け総行政第14号総務大臣通知）。

【総務大臣から各都道府県知事等への通知】
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建築物木材利用促進協定の締結事例

福井県経済団体連合会 × 福井県

福井県経済団体連合会は、
県産材の利用を推進し、森
林整備の促進や二酸化炭
素の固定を図るなどSDGsの
達成や脱炭素社会の実現に
努めるとともに、地域産業の
活性化に寄与するとの構想
を実現するため、福井県と協
定を締結。

公益社団法人 日本建築士会連合会 × 国（国土交通省）

学校法人 立命館 × 大分県 公立大学法人 大阪 × 竹中工務店・安井建築設計事務所
グループ × 大阪府 × 大阪市

『ふくい県産材利用推進に関する協定』

『木材の利用促進と教育に関する協定』

(学）立命館は、自らが設置す
る大学の教学棟の建設にあたり、
構造や内外装に地域材を積極
的に活用することにより、2050
年カーボンニュートラルの実現等
に貢献していくとの構想を実現
するため、大分県と協定を締結。

（大）大阪及び竹中工務店・
安井建築設計事務所グループ
は、令和４年４月に開学する
同大学のキャンパス整備に当た
り、内外装等での地域産材の
積極的な活用等により、2050
年カーボンニュートラルの実現に
貢献していくとの構想を実現す
るため、大阪府及び大阪市と
協定を締結。

『大阪公立大学森之宮キャンパス木材利用促進協定』

協定締結日：令和4年2月25日
有効期間：協定締結日～令和8年3月末
対象区域：大阪府

協定締結日：令和3年12月16日
有効期間：協定締結日～令和9年3月末
対象区域：大分県

協定締結日：令和3年10月22日
有効期間：協定締結日～令和4年10月21日
対象区域：福井県

協定締結日：令和3年11月20日
有効期間：協定締結日～令和7年3月末
対象区域：全国

『木造建築物の設計・施工に係る人材育成等に関する建築物木材利用
促進協定」

(公社) 日本建築士会連合
会は、木造建築物の設計・施
工に係る人材育成や木造建
築物の普及活動等を推進す
ることにより、わが国の木材利
用の促進に貢献していくとの構
想を実現するため、国土交通
省と協定を締結。

３
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建築物木材利用促進協定の締結事例

一般社団法人 全国木材組合連合会 × 国（農林水産省）

(一社)全国木材組合連合会
は、都市等における木造化・木
質化を推進するために必要とな
るJAS製品等の普及拡大、合
法伐採木材等の普及促進、木
材の合法性証明のための取組
の強化、設計・施工事業者等
に対する情報発信、木材利用
の意義等に関する普及活動の
推進に取り組むこと等を内容と
する協定を農林水産省と締結。

全国建設労働組合総連合 × 国（農林水産省・国土交通省）

野村不動産ホールディングス株式会社 ×ウイング株式会社
× 国（農林水産省）

株式会社 アクト × 国（農林水産省）

『木材利用拡大に向けた環境整備に関する建築物木材利用促進協定』

『地域材の利用拡大に関する建築物木材利用促進協定』
野村不動産ホールディングス(株)
は、今後５年間で建設予定の建
築物において、地域材の活用を
段階的に進め、協定期間内で地
域材を計10,000m3利用するこ
とに努めること、また、ウイング(株)
は、木材の供給体制を整えて木
材の供給を適時に行うよう努める
こと、両者が連携して植林支援を
行うこと等を内容とする協定を農
林水産省と締結。

(株)アクトは、施主に木造化・木
質化の提案を進めて国産材の普
及促進に努めること、木造施工
物件において、床面積1m2あた
り0.191m3以上の国産材を利
用する設計を基本とし、３年間
で600m3の国産材(過去３年
間の３倍に相当)を利用すること
等を内容とする協定を農林水産
省と締結。

『国産材の利用拡大に関する建築物木材利用促進協定』

協定締結日：令和4年3月9日
有効期間：協定締結日～令和7年3月末
対象区域：全国

協定締結日：令和4年3月9日
有効期間：協定締結日～令和9年3月末
対象区域：全国

協定締結日：令和4年3月9日
有効期間：協定締結日～令和7年3月末
対象区域：全国

協定締結日：令和4年3月9日
有効期間：協定締結日～令和7年3月末
対象区域：全国

『大工技能者の育成と地域工務店等による木材利用に関する建築物木
材利用促進協定』

全国建設労働組合総連合は、
大工技能者のキャリア教育とし
ての全国青年技能競技大会の
開催、木工教室等を通じた木
材利用の意義や木の良さの普
及啓発、大工技能者への関心
を高める活動、学校教育現場
における大工技能者等のキャリ
ア教育推進等を行うことを内容
とする協定を農林水産省及び
国土交通省と締結。
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建築物木材利用促進協定の締結事例
一般社団法人 ひみ里山杉活用協議会 × 氷見市

一般社団法人 ひみ里山杉
活用協議会は、氷見産木
材の利用促進に関わる普及
活動や木育活動を通じて、
人と自然とのつながりを取り
戻し、その知恵や技術を次
世代に引き継ぎ、自然と共
存した持続可能な社会を実
現するとの構想を実現するた
め、氷見市と協定を締結。

『ひみ里山杉等（氷見産木材）利用促進に関する協定』

協定締結日：令和４年３月15日
有効期間：協定締結日～令和7年３月末
対象区域：氷見市及び周辺地域

協定締結日：令和４年３月15日
有効期間：協定締結日～令和7年3月末
対象区域：埼玉県

『木造建築物の設計・施工に係る人材育成等に関する建築物木材利用
促進協定』

一般社団法人 埼玉建築士会は、木造建築物の設計・施工に
係る人材育成や木造建築物の普及活動等を推進することで、
埼玉県内の建築物における木材の利用の促進に貢献するという
構想を実現するため、埼玉県と協定を締結。

一般社団法人埼玉建築士会 × 埼玉県

建築主

木材利用の取組方針

・技術的助言
・情報提供

① ２者協定
国又は

地方公共団体
国又は

地方公共団体

建築主 ・林業・木材産業
事業者
・建設事業者 等

木材供給の
取組方針

木材利用の
取組方針

安定調達
安定供給

② ３者協定

・技術的助言
・情報提供

都市 山村

Ａ自治体

建築主

③ 都市／山村連携型

Ｂ自治体

木材利用の
取組方針

安定調達
安定供給

・技術的助言
・情報提供

広報

木材供給の
取組方針

・技術的助言
・情報提供

情報共有

林業・木材産業
事業者 等

協定の形態
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機密性○情報 ○○限り２ 国が整備する公共建築物における木材の利用の目標の達成状況（令和２年度実績）

木造で整備を行った
公共建築物 １３２棟

内装等の木質化を行った
公共建築物 ２２０棟

木造・木質化で利用した
木材量 ５,２８６m3

うち、国産材使用量 ３,７０９m3

◎Ｒ２年度
国が整備する公共建築物での木材利用推進状況

＜木造化＞ ＜木質化＞

◎国が整備する公共建築物のうち積極的に木造化を
促進するとされた低層の公共建築物の木造化率の推移※

46%
54%

75%
68%

77%
91% 90% 96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

※検証チームによる検証結果を踏まえた木造化率(H25年度は非公表の参考値）

法務省 水戸法務総合庁舎 自転車置き場 （茨
城県）

国土交通省 道の駅「たのはた」（岩手県）

環境省 上信越国立公園谷川インフォメーション
センター（群馬県）

農林水産省 東北森林管理局盛岡森林管理署
紫波森林事務所 （岩手県）

参議院 国会議事堂本会議場（東京都）
［登壇スロープ］

外務省 在ペルー日本国大使館事務所多目的
ホール（ペルー共和国）［壁］

財務省 菊池税務署（熊本県）［壁］

法務省 千葉刑務所道場（千葉県）
［壁、天井、床］

検証結果を踏まえた積極的に木造化を
促進するとされている低層の公共建築物数

木造で整備を行った公共建築物数 ÷ ×100
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